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市
営
住
宅
の
入
居
者

原
町
中
団
地

原
団
地

富
岳
団
地

自
由
ヶ
丘
団
地

募�
集�

団�

地

１６１３戸数
八
重
団
地

西
井
出
団
地

サ
ニ
ー
サ
イ
ド
大
塚

募�

集�

団�

地

１２１戸数

※
住
宅
の
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

※
入
居
可
能
日
は
４
月
中
旬
で
す
。

申
込
資
格
　�

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

　
　
　
　�

①
収
入
が
条
例
に
定
め
る
基
準
を

超
え
な
い
こ
と
②
市
内
に
住
む
か

通
勤
し
て
い
る
こ
と
③
現
に
住
宅

に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
④
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と（
同
居
者
を
含
む
）

⑤
住
所
、
生
計
等
を
別
に
す
る
緊

急
連
絡
先
と
な
る
人
を
1
人
立
て

ら
れ
る
こ
と
　
等

申
込
方
法
　�

２
月
１６
日
㈪
〜
１８
日
㈬
、
８
時
３０

分
〜
１７
時
に
直
接

抽
選
日
　
２
月
２７
日
㈮
、
１３
時
３０
分
か
ら

※�

６０
歳
以
上
ま
た
は
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て

い
る
こ
と
等
に
該
当
す
る
単
身
者
は
、
自

由
ヶ
丘
団
地（
２
戸
）、
富
岳
団
地
、
原
団

地（
２
戸
）、
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
大
塚
の
み
申

し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

右
記
に
該
当
し
な
い
単
身
者
は
、
募
集
受

付
開
始
日
か
ら
４
カ
月
以
上
申
込
の
な
い

常
時
募
集
の
住
戸
の
み
申
込
可
能
で
す
。

※
申
込
多
数
の
場
合
は
、
公
開
抽
選
で
す
。

※�

初
め
て
申
し
込
む
人
は
、
申
込
期
間
前
に

市
役
所
６
階
住
宅
政
策
課
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

※�

今
回
の
募
集
で
入
居
決
定
の
な
か
っ
た
住

戸
は
、
常
時
募
集
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

連
帯
保
証
人
な
し
で
申
し
込
む
こ
と
が
で

１６
日
㈪
）
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

国
民
健
康
保
険
課（
賦
課
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
２
６

　
国
民
健
康
保
険
課（
高
齢
者
医
療
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
２
８

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
助
成

　
健
康
の
保
持
増
進
、
疾
病
予
防
の
推
進
を

図
る
た
め
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
を
助
成

し
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
加
入
者
（
７４

歳
以
下
）
の
う
ち
対
象
者
に
は
、
令
和
7
年

７
月
下
旬
に
案
内
は
が
き
を
送
付
し
ま
し
た
。

　
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
人

は
、
は
が
き
の
内
容
を
確
認
し

て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

２
月
２７
日
㈮

※�

脳
ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
も
助
成
し
て

い
ま
す
。
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
課（
給
付
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
２
５

市
立
看
護
専
門
学
校
　
学
校
相
談
会

　
学
校
見
学
の
ほ
か
、
入
学
に
関
す
る
疑
問

に
お
答
え
し
ま
す
。

と
　
き
　�

３
月
７
日
㈯
、
１４
時
〜
１６
時

　
　
　
　（
受
付
は
１３
時
４５
分
か
ら
）

対
　
象
　�

市
立
看
護
専
門
学
校
の
受
験
を

希
望
す
る
高
校
生
以
上
の
人

定
　
員
　
２８
人（
先
着
順
）

申
込
開
始
　
２
月
１０
日
㈫

※�

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー

　
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

�

市
立
看
護
専
門
学
校

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
５
１
･
３
５
０
０

戦
没
者
等
の
遺
族
の
皆
さ
ん
へ

ー
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
は

令
和
１０
年
３
月
３１
日
㈮
で
す
ー

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、
令
和

７
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
や

遺
族
年
金
等
を
受
け
る
人
が
い
な
い
場
合
に
、

第
１２
回
特
別
弔
慰
金
と
し
て
、
額
面
２７
万
５

千
円
の
国
債
券
が
５
年
に
分
け
て
支
給
さ
れ

ま
す
。
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
人
は
、
ご

請
求
く
だ
さ
い
。

対
　
象
　�

次
の
支
給
順
位
に
お
い
て
、
最
も

順
位
が
先
の
遺
族
の
１
人

支
給
順
位
　
⑴
弔
慰
金
の
受
給
権
者（
妻
等
）

　
　
　
　
⑵
戦
没
者
等
の
子

　
　
　
　
⑶�

戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し

て
い
た
こ
と
等
の
要
件
を
全
て

満
た
す
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母

　
　
　
　
　
④
兄
弟
姉
妹

　
　
　
　
⑷�

⑶
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
①
父

母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

　
　
　
　
⑸�

⑴
〜
⑷
以
外
の
遺
族
で
、
戦
没

者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き

１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
３
親
等
内
の
親
族

　

福
祉
企
画
課

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
８
２
４

家
族
介
護
者
へ
の
慰
労
金
支
給

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ず
に
、
在
宅
で
介

護
を
し
て
い
る
家
族
を
慰
労
す
る
た
め
に
、

家
族
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

対
　
象
　�

申
請
前
の
１
年
間
、
次
の
要
件
を

全
て
満
た
す
介
護
者

　
　
　
　�

①
要
介
護
３
以
上
の
認
定
を
継
続

し
て
受
け
て
い
る
要
介
護
者
を
在

き
ま
す
。

※�

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
、
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

住
宅
政
策
課（
市
営
住
宅
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
９
２

県
営
住
宅
の
入
居
者

　
県
営
住
宅
の
入
居
者
を
毎
月
募
集
し
て
い

ま
す
。

発
表
日
　
毎
月
１０
日

受
付
期
間
　
毎
月
１０
日
〜
１８
日

※�

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

県
住
宅
供
給
公
社
東
部
支
所

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
２
０
･
２
２
７
１

　

住
宅
政
策
課（
市
営
住
宅
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
９
２

所
得
の
申
告
を
忘
れ
ず
に

　
国
民
健
康
保
険
料
･
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
に
は
、前
年
所
得
か
ら
計
算
さ
れ
る「
所

得
割
」
が
あ
り
ま
す
。
所
得
の
申
告
が
遅
れ

る
と
保
険
料
が
正
し
く
計
算
さ
れ
ず
、
後
日
、

保
険
料
が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
が
な
か
っ
た
人
や
税
法
上
所

得
の
申
告
が
必
要
な
い
人
（
遺
族
年
金
、
障

害
年
金
の
非
課
税
年
金
の
み
の
人
等
）
で
も

市
県
民
税
の
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
翌

年
度
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
確
定
申
告
の
期
間
（
２
月
１６
日
㈪
〜
３
月 広報ぬまづ

広報ぬまづ
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以
内
（
そ
の
他
小
型
家
電
、
プ
リ

ン
タ
ー
等
の
周
辺
機
器
も
一
緒
に

回
収
可
能
）

回
収
料
金
　�

パ
ソ
コ
ン
を
含
む
場
合
は
、
１
箱
無

料
。
パ
ソ
コ
ン
を
含
む
場
合
の
２
箱

目
以
降
ま
た
は
そ
の
他
小
型
家
電
の

み
の
場
合
は
、
１
箱
１
８
４
８
円

※�

デ
ー
タ
消
去
ソ
フ
ト
の
無
料
提
供
が
あ
り
ま

す（
デ
ー
タ
消
去
を
依
頼
す
る
場
合
は
有
料
）。

※�

ブ
ラ
ウ
ン
管
モ
ニ
タ
ー
等
、
回
収
料
金
が

一
部
有
料
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
回
収
料
金
を
代
引
き
で
支
払
う
場
合
は
、

　
別
途
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

※�

詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
リ
サ
イ
ク
ル
㈱

　
　（１０
時
〜
１７
時
）

　
　
　
　☎
０
５
７
０
･
０
８
５
･
８
０
０

　
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
課

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
３
･
０
７
１
１

�

こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
催
し
は
参
加
無
料
で
す
。��

�

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

浅
間
神
社
花
見
市

と
　
き
　�

３
月
２２
日
㈰
、１０
時
〜
１５
時（
雨
天
中
止
）

と
こ
ろ
　
沼
津
浅
間
神
社
境
内（
浅
間
町
）

�
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者
を
募
集
し
ま
す

出
店
数
　�

３０
ブ
ー
ス（
２.５
m
×
２
ｍ
）（
申
込

多
数
の
場
合
は
抽
選
）

申
込
方
法
　�

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
出
店

内
容
を
明
記
し
て
往
復
は
が
き
で

郵
送

申
込
期
限
　
２
月
２０
日
㈮（
必
着
）
　

　

浅
間
神
社
花
見
市
実
行
委
員
会

　
　
〒
４１０
︲
０
８
８
６
　
浅
間
町
４

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
６
２
･
０
３
３
０

第
３２
回
沼
津
母
親
大
会

と
　
き
　
２
月
２８
日
㈯
、
１４
時
〜
１６
時

と
こ
ろ
　�

沼
津
労
政
会
館
第
一
会
議
室（
高
島
本
町
）

テ
ー
マ
　�

自
己
負
担
増
、
病
院
経
営
、
そ
し

て
薬
の
安
全
性
を
考
え
る

講
　
師
　�

中
村
ほ
な
み
さ
ん（
薬
剤
師
）

※
当
日
、
直
接
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

　
沼
津
母
親
大
会
実
行
委
員
会
　
渡
辺
さ
ん

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
２
２
･
５
６
０
６

順
天
堂
大
学
保
健
看
護
学
部

公
開
講
座

と
　
き
　
３
月
７
日
㈯
、
１３
時
〜
１４
時
３０
分

と
こ
ろ
　�

順
天
堂
大
学
保
健
看
護
学
部
（
三

島
市
大
宮
町
）

テ
ー
マ
　�

楽
し
く
遊
ん
で
、
し
っ
か
り
ま
も
る
〜

こ
ど
も
の
あ
そ
び
・
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ

の
安
全
を
地
域
で
支
え
る
ポ
イ
ン
ト
〜

講
　
師　

�

村
山
有
利
子
さ
ん
（
順
天
堂
大
学

医
学
部
附
属
浦
安
病
院
小
児
看
護

専
門
看
護
師
）

※
当
日
、
直
接
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

※
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

オ
ン
ラ
イ
ン
聴
講
を
希
望
す

る
場
合
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
る
専
用
フ
ォ
ー
ム
か
ら

登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

当
日
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス（
要
予
約
）

も
開
催
し
ま
す
。

　

順
天
堂
大
学
保
健
看
護
学
部

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
９
１
･
３
１
１
１

心
の
病
で
お
悩
み
の
家
族
の
方
へ

家
族
に
よ
る
家
族
の
た
め
の
相
談

　
家
族
が
精
神
障
が
い
（
う
つ
病
、
統
合
失

調
症
、
発
達
障
が
い
、
双
極
性
障
害
、
Ｐ
Ｔ

Ｓ
Ｄ
等
）
と
診
断
さ
れ
た
人
、
精
神
障
が
い

の
可
能
性
が
あ
る
と
お
悩
み
の
人
を
対
象
と

し
た
相
談
会
で
す
。

と
　
き
　�

毎
月
第
２・第
４
水
曜
日
、
１０
時
〜
１５
時

と
こ
ろ
　�

サ
ン
ウ
ェ
ル
ぬ
ま
づ
３
階
相
談
室
２

※
当
日
、
直
接
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

　

ま
ご
こ
ろ
会
　
杉
本
さ
ん（
１９
時
〜
２１
時
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
３
･
６
０
０
８

　

障
が
い
福
祉
課（
支
援
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
８
３
０

　
　
　
　
℻
０
５
５
･
９
３
４
･
２
６
３
１

家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
パ
ソ
コ

ン
等
を
無
料
で
回
収
し
ま
す

　
市
で
は
、「
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
」の

認
定
業
者
の
リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
リ
サ
イ
ク

ル
㈱
と
協
定
を
結
び
、
家
庭
で
不
要
に
な
っ

た
パ
ソ
コ
ン
等
を
宅
配
便
で
無
料
で
回
収
し

リ
サ
イ
ク
ル
を
進
め
て
い
ま
す
。

利
用
手
順
　�

①
リ
ネ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
リ
サ

イ
ク
ル
㈱
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

電
話
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ

　
　
　
　
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書
を
フ
ァ

　
　
　
　
ク
ス
で
申
込

　
　
　
　�

②
パ
ソ
コ
ン
等
の
デ
ー
タ
を
消
去

し
て
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
詰
め
る

　
　
　
　�

③
希
望
日
時
に
自
宅
に
引
き
取
り

に
来
る
宅
配
業
者
に
段
ボ
ー
ル
箱

を
渡
す

サ
イ
ズ
・
重
さ
　�

段
ボ
ー
ル
箱
の
縦
・
横
・
高
さ
の

合
計
が
１
４
０
ｃｍ
、
重
量
が
２０
ｋｇ

宅
で
介
護
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　�

②
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
通
所
介
護
、

　
　
　
　
訪
問
介
護
等
で
介
護
保
険
の
給
付

　
　
　
　
が
あ
る
も
の
）
を
利
用
し
て
い
な

　
　
　
　
い
こ
と

　
　
　
　�

③
要
介
護
者
が
３
カ

月
以
上
入
院
し
て
い

な
い
こ
と

　
　
　
　�

④
介
護
者
と
要
介
護
者
が
共
に
沼

津
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
こ
と

支
給
額
　
年
額
１０
万
円

※�

申
請
方
法
等
の
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

�

介
護
保
険
課（
給
付
係
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
８
７
４

く
ら
し
の
困
り
ご
と
相
談
所

　
く
ら
し
の
困
り
ご
と
に
つ
い
て
、
専
門
家

が
秘
密
厳
守
か
つ
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
　
き
　
２
月
１９
日
㈭
、
１３
時
〜
１６
時

と
こ
ろ
　
サ
ン
ウ
ェ
ル
ぬ
ま
づ
多
目
的
ホ
ー
ル

相
談
員
　�

弁
護
士
、
司
法
書
士
、

税
理
士
、
社
会
保
険

労
務
士
、
行
政
相
談

委
員
等

相
談
内
容
　�

相
続
・
年
金
・
終
活
、
不
動
産
登

記
・
供
託
、
法
律
・
税
務
・
労
務
、

国
や
市
の
行
政
に
関
す
る
相
談
等

申
込
方
法
　
２
月
９
日
㈪
〜
１８
日
㈬
に
電
話
で

※�

空
き
状
況
に
よ
り
、
当
日
の
受
付
も
可
能

で
す
。

　

�

総
務
省
静
岡
行
政
監
視
行
政
相
談
セ

ン
タ
ー（
平
日
、
９
時
〜
１６
時
）

　
　
　
　
☎
０
５
４
･
２
５
４
･
６
４
５
１

　
生
活
安
心
課（
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
　
☎
０
５
５
･
９
３
４
･
４
７
０
０
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